












要約:母子保健事業の市町村移譲に伴う問題は、岐阜県の場合市町村の規模と言うより社

会資源に依存していることが、 平成 6年度の研究で明らかにされたことから、 平成 7年

度は県本庁に母子保健推進調整協議会を設置し、問題や課題の検討、保健所に母子保健推

進協議会を設置、市町村に母子保健計画の策定を指導し、また、それを受け保健所は市町

村母子保健計画の策定を指導した。その結果、中核都市である岐阜市を除く 98 市町村に

おいて母子保健計画が策定されたのでその計画を分析し、今後の指導及び岐阜県の母子保

健計画の策定に資するため検討をした。


